
資料１

所要 番号 ヒアリング事項 関係府省名

9:40 － 10:00 20分 7 幼稚園を管理できる者の見直し 総務省、文部科学省

10:00 － 11:00 60分

11:00 － 11:20 20分 50
教育委員会から委任を受けた事務に関して教育長が行った処分に係る審査庁の
明確化

文部科学省

11:20 － 11:40 20分

11:40 － 12:00 20分 6 家庭的保育事業等における連携施設の要件緩和 内閣府、厚生労働省

12:00 － 13:00 60分

13:00 － 13:20 20分 1②
保育所等の児童福祉施設に係る「従うべき基準」等の見直し
（居室面積基準の緩和）

内閣府、厚生労働省

13:20 － 13:40 20分 1①
保育所等の児童福祉施設に係る「従うべき基準」等の見直し
（職員配置基準の緩和）

内閣府、厚生労働省

13:40 － 14:00 20分 1③
保育所等の児童福祉施設に係る「従うべき基準」等の見直し
（食事提供方法の緩和）

内閣府、厚生労働省

14:00 － 14:20 20分 1④
保育所等の児童福祉施設に係る「従うべき基準」等の見直し
（一時預かり事業）

厚生労働省

14:20 － 14:40 20分 5 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業）の実施要件緩和 厚生労働省

14:40 － 15:00 20分 8 児童養護施設における医療ケアの充実 厚生労働省

15:00 － 15:20 20分 29 給水区域の縮小に係る許可基準の明確化 厚生労働省

15:20 － 16:00 40分 39①
文化財保護を地方公共団体の選択により、教育委員会から首長部局へ移管する
ことを可能とする規制緩和

内閣官房、文部科学省
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